
一

般

職

の

任

期

付

職

員

の

採

用

に

関

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

月

九

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

九

号

一

般

職

の

任

期

付

職

員

の

採

用

に

関

す

る

条

例

（

趣

旨

）

第

一

条

こ

の

条

例

は

、

地

方

公

共

団

体

の

一

般

職

の

任

期

付

職

員

の

採

用

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

四

年

法

律

第

四

十

八

号

）

第

三

条

第

二

項

及

び

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

専

門

的

な

知

識

経

験

を

有

す

る

者

の

任

期

を

定

め

た

採

用

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

（

職

員

の

任

期

を

定

め

た

採

用

）

第

二

条

任

命

権

者

は

、

専

門

的

な

知

識

経

験

を

有

す

る

者

を

当

該

専

門

的

な

知

識

経

験

が

必

要

と

さ

れ

る

業

務

に

従

事

さ

せ

る

場

合

に

お

い

て

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

で

あ

っ

て

、

当

該

者

を

当

該

業

務

に

期

間

を

限

っ

て

従

事

さ

せ

る

こ

と

が

公

務

の

能

率

的

運

営

を

確

保

す

る

た

め

に

必

要

で

あ

る

と

き

は

、

職

員

を

選

考

に

よ

り

任

期

を

定

め

て

採

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

当

該

専

門

的

な

知

識

経

験

を

有

す

る

職

員

の

育

成

に

相

当

の

期

間

を

要

す

る

た

め

、

当

該

専

門

的

な

知

識

経

験

が

必

要

と

さ

れ

る

業

務

に

従

事

さ

せ

る

こ

と

が

適

任

と

認

め

ら

れ

る

職

員

を

部

内

で

確

保

す

る

こ

と

が

一

定

の

期

間

困

難

で

あ

る

場

合

二

当

該

専

門

的

な

知

識

経

験

が

急

速

に

進

歩

す

る

技

術

に

係

る

も

の

で

あ

る

こ

と

そ

の

他

当

該

専

門

的

な

知

識

経

験

の

性

質

上

、

当

該

専

門

的

な

知

識

経

験

が

必

要

と

さ

れ

る

業

務

に

当
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該

者

が

有

す

る

当

該

専

門

的

な

知

識

経

験

を

有

効

に

活

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

期

間

が

一

定

の

期

間

に

限

ら

れ

る

場

合

三

当

該

専

門

的

な

知

識

経

験

を

有

す

る

職

員

を

一

定

の

期

間

他

の

業

務

に

従

事

さ

せ

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

当

該

専

門

的

な

知

識

経

験

が

必

要

と

さ

れ

る

業

務

に

従

事

さ

せ

る

こ

と

が

適

任

と

認

め

ら

れ

る

職

員

を

部

内

で

確

保

す

る

こ

と

が

一

定

の

期

間

困

難

で

あ

る

場

合

四

当

該

業

務

が

公

務

外

に

お

け

る

実

務

の

経

験

を

通

じ

て

得

ら

れ

る

最

新

の

専

門

的

な

知

識

経

験

を

必

要

と

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

に

よ

り

、

当

該

業

務

に

当

該

者

が

有

す

る

当

該

専

門

的

な

知

識

経

験

を

有

効

に

活

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

期

間

が

一

定

の

期

間

に

限

ら

れ

る

場

合

（

任

期

の

更

新

）

第

三

条

任

命

権

者

は

、

前

条

の

規

定

に

よ

り

任

期

を

定

め

て

採

用

さ

れ

た

職

員

（

以

下

「

任

期

付

職

員

」

と

い

う

。

）

の

任

期

を

更

新

す

る

場

合

に

は

、

当

該

職

員

の

同

意

を

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

特

別

区

人

事

委

員

会

規

則

へ

の

委

任

）

第

四

条

第

二

条

の

規

定

に

よ

り

任

期

を

定

め

て

職

員

を

採

用

す

る

場

合

に

お

け

る

公

正

の

確

保

の

基

準

並

び

に

採

用

、

退

職

、

任

期

の

更

新

等

に

関

す

る

手

続

並

び

に

任

期

付

職

員

の

職

務

の

級

及

び

号

給

の

特

例

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

特

別

区

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

立

特

別

養

護

老

人

ホ

ー

ム

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

月

九

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

号

東

京

都

北

区

立

特

別

養

護

老

人

ホ

ー

ム

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

立

特

別

養

護

老

人

ホ

ー

ム

条

例

（

昭

和

六

十

三

年

六

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

東

京

都

北

区

立

特

別

養

護

老

人

ホ

ー

ム

上

中

里

つ

つ

じ

荘

の

項

中

「

東

京

都

北

区

上

中

里

二

丁

目

四

十

五

番

二

号

」

を

「

東

京

都

北

区

浮

間

三

丁

目

十

一

番

二

十

六

号

」

に

、

「

百

二

十

名

」

を

「

六

十

五

名

」

に

、

「

十

名

」

を

「

〇

名

」

に

改

め

る

。

付

則

中

「

東

京

都

北

区

規

則

」

を

「

規

則

」

に

改

め

、

付

則

を

付

則

第

一

項

と

し

、

同

項

に

見

出

し

と

し

て

「

（

施

行

期

日

）

」

を

付

し

、

付

則

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

（

東

京

都

北

区

立

特

別

養

護

老

人

ホ

ー

ム

清

水

坂

あ

じ

さ

い

荘

の

定

員

の

特

例

）

２

令

和

二

年

十

二

月

一

日

か

ら

規

則

で

定

め

る

日

ま

で

の

間

、

東

京

都

北

区

立

特

別

養

護

老

人

ホ

ー

ム

清

水

坂

あ

じ

さ

い

荘

の

入

所

及

び

短

期

間

入

所

の

定

員

は

、

各

定

員

の

合

計

が

百

六

十

名

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

そ

れ

ぞ

れ

規

則

で

定

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

中

別

表

の

改

正

規

定

は

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

、

付

則

の

改

正

規

定

は

令

和

二

年

十

二

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

月

九

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

一

号

東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

（

平

成

九

年

九

月

東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

十

一

条

の

六

中

第

五

項

を

第

六

項

と

し

、

第

四

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

５

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

区

長

は

、

高

齢

者

住

宅

等

の

指

定

管

理

者

を

指

定

す

る

場

合

（

前

項

に

規

定

す

る

場

合

を

除

く

。

）

に

お

い

て

、

既

に

当

該

高

齢

者

住

宅

等

以

外

の

高

齢

者

住

宅

等

の

指

定

管

理

者

と

し

て

指

定

さ

れ

て

い

る

も

の

（

以

下

「

既

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

か

ら

提

出

さ

れ

た

事

業

計

画

書

そ

の

他

規

則

で

定

め

る

書

類

を

審

査

し

、

か

つ

、

実

績

等

を

考

慮

し

て

、

既

指

定

管

理

者

が

当

該

高

齢

者

住

宅

等

の

設

置

目

的

を

最

も

効

果

的

か

つ

効

率

的

に

達

成

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、

既

指

定

管

理

者

を

議

会

の

議

決

を

経

て

、

当

該

高

齢

者

住

宅

等

の

指

定

管

理

者

に

指

定

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

営

住

宅

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

月

九

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

二

号

東

京

都

北

区

営

住

宅

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

営

住

宅

条

例

（

平

成

九

年

十

二

月

東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

五

十

四

条

の

三

中

第

五

項

を

第

六

項

と

し

、

第

四

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

５

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

区

長

は

、

区

営

住

宅

等

の

指

定

管

理

者

を

指

定

す

る

場

合

（

前

項

に

規

定

す

る

場

合

を

除

く

。

）

に

お

い

て

、

既

に

当

該

区

営

住

宅

等

以

外

の

区

営

住

宅

等

の

指

定

管

理

者

と

し

て

指

定

さ

れ

て

い

る

も

の

（

以

下

「

既

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

か

ら

提

出

さ

れ

た

事

業

計

画

書

そ

の

他

規

則

で

定

め

る

書

類

を

審

査

し

、

か

つ

、

実

績

等

を

考

慮

し

て

、

既

指

定

管

理

者

が

当

該

区

営

住

宅

等

の

設

置

目

的

を

最

も

効

果

的

か

つ

効

率

的

に

達

成

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、

既

指

定

管

理

者

を

議

会

の

議

決

を

経

て

、

当

該

区

営

住

宅

等

の

指

定

管

理

者

に

指

定

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

月

九

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

三

号

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

四

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

十

二

条

第

二

項

第

一

号

中

「

十

六

万

五

千

百

五

十

円

」

を

「

十

六

万

六

千

九

百

五

十

円

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

七

万

七

百

九

十

円

」

を

「

七

万

二

千

九

百

九

十

円

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

八

万

二

千

五

百

八

十

円

」

を

「

八

万

三

千

四

百

八

十

円

」

に

改

め

、

同

項

第

四

号

中

「

三

万

五

千

四

百

円

」

を

「

三

万

六

千

五

百

円

」

に

改

め

る

。

付

則

第

三

条

第

五

項

及

び

第

六

項

中

「

百

分

の

五

」

を

「

災

害

発

生

日

に

お

け

る

法

定

利

率

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

等

）

１

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。

）

の

規

定

は

、

令

和

二

年

四

月

一

日

（

以

下

「

適

用

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

適

用

す

る

。

（

経

過

措

置

）
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２

新

条

例

第

十

二

条

第

二

項

の

規

定

は

、

適

用

日

以

後

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

介

護

補

償

に

つ

い

て

適

用

し

、

適

用

日

前

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

介

護

補

償

に

つ

い

て

は

、

同

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

３

適

用

日

か

ら

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

の

前

日

ま

で

の

間

に

お

い

て

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

第

十

二

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

く

介

護

補

償

（

適

用

日

か

ら

施

行

日

の

前

日

ま

で

の

間

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

も

の

に

限

る

。

）

と

し

て

支

払

わ

れ

た

金

額

は

、

こ

れ

に

相

当

す

る

新

条

例

の

規

定

に

基

づ

く

介

護

補

償

の

内

払

と

み

な

す

。


